
工事成績評定考査項目別運用表におけるＩＣＴ活用工事の取扱いついて 
 

○創意工夫に係る配点区分等の変更（監督員及び主任監督員） 

（１）概要 

   これまで、キーワードの■施工関係（最大２点）のひとつの項目として例示されていた 

「ＩＣＴ施工」について、■施工関係のキーワードから独立させるとともに、評価（加点） 

対象となる基準を明確化する。 

  

（２）評価（加点）の基準  

   ＩＣＴ活用工事（○○）（島根県版）実施要領（試行）（○○は各工種名）において定め 

られている施工プロセスを全て実施した場合は２点を加点し、「ＩＣＴ施工技術の一部活 

用」と認められる必須の施工プロセスのいずれか１つ以上を実施した場合は１点を加点。 

 

  ＜例＞ＩＣＴ活用工事（土工）（島根県版）実施要領（試行）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
 

 

                    ・ 

                    ・    ２つを合わせて、ＩＣＴ施工最大２点 

                    ・ 

 

・①～⑤全てを実施した場合２点 

・②、③、④のうち、いずれか１つ以上実施

した場合１点 

・①だけ、⑤だけを実施しても０点 

キーワード■施工関係（最大２点）に含まれていた 

16.ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工･･･を

このキーワードから削除（独立） 

←島根県工事成績評定要領を改定（16.を削除） 

■準備・後片づけ関係の「2.その他」を利用（１点分） 

■その他の「21.その他」又は「22.その他を利用（１点分） 


